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第１章 計画の考え方 
 

１ 計画の背景と目的 

 

近年、我が国の人口構造の高齢化は急速に進み、国勢調査による平成22年10月１

日現在の高齢者人口は2,925万人、総人口に占める割合（高齢化率）は22.8％となっ

ています。本市においても、総人口が緩やかな減少傾向を示している一方で、65歳

以上の高齢者人口は年々増加しており、今後も上昇し続けることが見込まれます。

それに伴い、ひとり暮らし高齢者をはじめ、寝たきりや認知症などにより介護を必

要とする高齢者もますます増加していくものと考えられ、高齢化を取り巻く環境は

大きく変化していくものと予測されます。今後の福祉全般を考えたとき、高齢者が

できる限り要介護状態にならず生き生きと暮らすこと、また、要介護状態になって

もできる限り悪化を防ぎ、自立した生活を送ることができるよう介護予防の推進体

制を確立することが大きな課題となっています。 

また、今般の介護保険法の一部改正（平成24年４月施行）では、介護や支援が必

要な状態となっても、高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続で

きるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援の各サービスが切れ目なく提供さ

れる「地域包括ケア体制」の構築を重点的に進めることが必要とされています。 

このような国の考え方のもと、第３期計画並びに第４期計画の取組み課題を踏ま

え、今後の高齢社会の諸問題に対応するため、平成24年度から26年度を計画期間と

する「三島市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定します。 
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２ 計画の基本理念及び視点 

 

三島市高齢者保健福祉計画・三島市介護保険事業計画では、上位計画である第４

次三島市総合計画の理念に沿って策定をしており、総合計画における目指すべき将

来像である「せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島」～環境と食を大切に

～に基づき、高齢者保健福祉の施策を行う観点から「高齢者の生きがいと自立の支

援」を基本理念とします。 

「高齢者の生きがいと自立の支援」の基本理念のもと、「高齢者が住み慣れた地域

で、生き生きと自立した生活を送ることができる社会の実現」を目的に施策の方向

として以下の４つを重点的に推進していきます。 

 

①高齢者の積極的な社会参加の促進 

②介護予防を重視したサービスの充実 

③住み慣れた地域での介護保険サービスの充実 

④高齢者の地域ケア体制と環境整備の推進 

 

また、計画の策定にあたっては、国の指針にもあるように、介護が必要な状態に

なっても、できる限り在宅生活が継続できるよう、「医療」「介護」「予防」「生活支

援」「住まい」の５つのサービスを一体化して提供していく「地域包括ケア」の考え

方を踏まえ、高齢者が在宅で安心して生活できる支援体制の構築に取り組んでいき

ます。さらに、地域の様々なネットワークによる相談支援をはじめ、近隣同士の共

助による見守り、ＮＰＯやボランティア等によるインフォーマルな支援も含めた総

合的・包括的な地域ケア体制を整備する必要があります。 

 

[地域包括ケアシステムのイメージ] 

 

 日常生活圏域 

（30分で駆けつけられる圏域） 

医療 

予防 

介護

住まい 

生活支援 
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３ 計画の法的位置づけ 

 

高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第20条の８第１項に基づく「市町村老人福祉

計画」に相当します。当該市町村で確保すべき老人福祉事業の量の目標、その量の

確保のための方策、その他老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項を定め

ることとされています。 

また、介護保険事業計画は、介護保険法第117条第１項に基づく「市町村介護保険

事業計画」に相当します。介護保険サービス及び地域支援事業を円滑に実施するた

めの計画で、必要なサービスの内容や必要量を把握してサービス提供体制を整える

ことなどを定めるものです。 

 

 

４ 計画の期間 

 

本計画は、平成24年度から平成26年度までの３年間です。 

また、平成17年の介護保険法の大幅改正や新たなサービス体系を導入して以来、

平成26年度末を１つの目標時期として設定していることから、第３期計画からの完

成段階という位置づけを有するものとして策定します。 

 

【計画期間】 

 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

             

第３次計画 

（15～19年） 
       

   
第４次計画 

（18～20年） 
      

      
第５次計画 

（21～23年） 
   

高齢者保健 

福祉計画 

         
高齢者保健福祉計画

第６次計画 
（24～26年） 

             

介護保険 

事業計画 
第２期保険料期間 第３期保険料期間 第４期保険料期間 

介護保険事業計画
第５期保険料期間
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５ 他計画との関係 

 

この計画は、静岡県の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業支援計画と整合を図

り、第４次三島市総合計画の実現に向け取り組む施策を、三島市地域福祉計画等を

勘案し、一体的に策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 計画の策定体系 

 

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定するため、市関係部課長による

高齢者保健福祉計画等策定検討委員会で素案を協議、検討し、「三島市高齢者保健福

祉計画及び介護保険運営懇話会」の中で、市民代表及び有識者により幅広く意見を

伺いました。 

 

 

三 島 市 総 合 計 画 

三島市地域福祉計画 

静岡県高齢者保健福祉計画 

静岡県介護保険事業支援計画 

高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画 
健康増進計画

三島市スポーツ振興基本計画 

三島市交通安全計画 

スマートウェルネス

シティ構想 


